
第49回全国高等学校総合文化祭（かがわ総文祭２０２５）広報関連警備業務 仕様書 

 

１ 業務名 

第 49回全国高等学校総合文化祭（かがわ総文祭２０２５）広報関連警備業務 

 

２ 目的 

第 49回全国高等学校総合文化祭（かがわ総文祭２０２５）（以下「大会」という。）に係る広報関連警

備業務について、専門知識・技術を有する事業者に委託することにより、大会を安全かつ円滑に実施す

る。 

 

３ 契約期間 

契約締結日から令和７年８月29日まで 

 

４ 業務概要 

全国から高校生及び関係者が集まる本大会において、警備員を配置し、来場者の手荷物検査、誘導、

案内等の業務を行う。 

 

５ 業務日時、場所及び配置人数 

 (1) 高松市美術館 

   令和７年７月27日  ７時～10時 30分 ４名 

 (2) 香川大学幸町キャンパス 

   令和７年７月27日  ７時30分～12時 30分 ４名 

  (3) 坂出市立体育館 

   令和７年７月27日 15時～18時 30分 ４名 

※配置人数は、各会場を統括する責任者を含む。 

※場所の詳細については、業者決定後に各担当者と打ち合わせを行うこと。 

※一部変更になる可能性がある。 

 

６ 業務内容 

(1) 警備統括（責任者）の選任 

ア 契約締結後、速やかに各会場の警備計画書（業務組織表、災害・事故発生時の体制表及び連絡票）

を策定し、第49回全国高等学校総合文化祭香川県実行委員会事務局（以下「委託者」という。）に

提出するとともに、連絡調整を行うこと。 

イ 警備統括（責任者）は、担当する業務に従事する全ての警備員等の統括及び業務状況（出勤・退

勤、休憩、交代を含む）の把握をするとともに、不測事態及びトラブル発生時における警備員への

的確な指示を行うこと。 

ウ 警備統括（責任者）は、業務日誌の作成及び各担当者への報告（業務実施日全て）を行い、確認

を受けるとともに、委託者からの指示内容を全ての警備員等に即時かつ確実に周知しなければなら

ない。 

 



(2) 会場警備業務 

ア 館内の不審者、迷惑行為を行う者及び秩序を乱すものの有無の確認を行うこと。 

イ 観覧者・歩行者の安全管理及び案内・整理を行うこと。 

ウ 混雑時における整理、誘導、案内、規制等による事故防止を行うこと。 

エ 会場内の不審物の有無の確認、控室の盗難等を防ぐため巡回警備を行うこと。 

オ 来場者の手荷物検査を行うこと。 

カ 手荷物検査のためのハンディ型金属探知機を各会場２台準備すること。 

 

７ 実施体制等 

(1) 各会場に配置する警備員のうち１名以上は、次の区分ごとに警備業務検定資格及び実務経験を有す

る警備員とすること。 

ア 会場警備：雑踏警備業務検定２級以上に合格、または本業務に必要な知識があり経験を有する者 

(2) 配置する警備員は、警備業法第21条に定める法定教育を受けたものであること。 

(3) 配置場所までの警備員の交通手段の措置は、受託者が行うこと。交通手段は公共交通機関を利用す

ること。ただし、会場においては車（社用車等）の利用を妨げない。 

(4) 警備終了予定時刻が近づいても演目が終了していない場合、各会場の使用時限もあり大会の進行に

よって多少前後することもあるので委託者の指示を仰ぐこと。 

 

８ 警備員の装具及び規律 

(1) 警備員は、携帯電話等により該当する担当者と常時連絡を取れるようにしておかなくてはならない。

なお、警備業務実施上必要な物品（携帯電話、報告用紙など）は、受託者が用意すること。 

(2) 警備員は、車両の誘導に必要な装具を常時装備しなければならない。 

(3) 警備員は、制服及び制帽を着用し、名札等に名前を明記し、警備員であることを明瞭にしなければ

ならない。 

(4) 警備員は、勤務中の適切な対応に努め、粗暴な言葉遣いや態度で相手に不快感を与えないように注

意しなければならない。 

 

９ 連絡 

事故発生時には、迅速かつ適切な処置を講ずるとともに、委託者の判断に応じて、関係各官公署に連

絡し、協力して事態の処理に当たること。 

 

10 提出書類 

(1) 警備契約報告書（警備業法第19条第 2項による書面） 

(2) 契約金額内訳明細書（時間延長時の単価とするため） 

(3) 各会場の警備計画書（指揮命令系統図、緊急事態発生時の通報連絡体制図） 

(4) 配置する警備員の名簿 

(5) 加入している賠償責任保険の保険証券の写し 

(6) 業務日誌 

(7) 業務完了報告書 

(8) その他委託者が指示する書類 



 

11 その他 

(1) 契約金額には、特に記載のない限り、本契約の履行に必要となる一切の経費を含む。 

(2) 業務実施に当たっては、参加者等の安全確保を十分に図ること。また、各担当者とも密に連携し

た上で業務を行うこと。 

(3) 委託業務の処理に関し、受託者の過失により第三者に損害を与えた場合には、受託者が損害賠償

の責任を負うものとする。 

(4) 受託者は、本業務を行うにあたり、業務上知り得た秘密を他に漏らし、又は自己の利益のために

利用することはできない。また、委託業務終了後も同様とする。さらに、本業務に関し、受託者が

委託者から受領又は閲覧した資料等は、委託者の許可なく公表又は使用してはならない。 

(5）その他、本仕様書に明示なき事項及び本仕様書により難き事項については、その都度実行委員会

と協議の上、進めることとする。 

 

12 問い合わせ先 

第 49回全国高等学校総合文化祭香川県実行委員会事務局 

（香川県教育委員会事務局全国高校総合文化祭推進室内） 

香川県高松市天神前６番１号 香川県天神前分庁舎２階 

電話：０８７－８３２－３７２５ 

E-mail：kagawa-soubunsai2025@pref.kagawa.lg.jp 


